
別紙２ 

大阪市リーガルサポーターズ：１号相談＆これに係る報酬支払事務の流れ 

 

相 談 職 員 

① 相談事項の整理・事前連絡票作成 

② 上司の承認を得る（課長代理級以下

の職員の場合に限る。）。 

 

※ 所属の予算主管担当との協議を

行っておくこと。 

※ 所属のコンプライアンス担当の

確認を行っておくこと 

 

⑪ 相談記録作成 

※ リーガルサポーターによる内 

容の確認を行っておくこと。 

 

⑬ 相談記録の保管 

 

ア 予算配付金額の算出 

 

監察部サポーターズ担当職員 
④ 事前連絡票の記入内容チェック 

⑤ リーガルサポーターの選定 

案件番号の付与 

 

⑬ 相談記録の写しの保管 

⑭ 相談事案の目録情報の庁内ポータル 

への掲載 

 

ウ 予算配付内容の確認 

オ 請求内容の確認 
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⑬ 相談記録の

写しの保管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 振込み確認 

③ 

事
前
連
絡
票
の
送
付 

⑦ 

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
の
通
知 

⑧ 相談場所・日時調整の電話 

⑨  相  談 

⑩ 開始時刻・終了時刻の確認 

⑫ 相談記録の写しの送付 

⑫ 

相
談
記
録
の
写
し
の
送
付 

エ 請求書の送付 

イ 

総
務
局
へ
予
算
配
付
手
続 

カ 報酬の支出（振込み） 

 

①～⑭は相談手続 

 ア～カは報酬の支払関係手続 

⑥ 事前連絡票の写しの送付 

（案件番号の通知） 


